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「パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る都市間連携に関する協定」の 

締結について 

～千葉市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市及び柏市の６市が協定を締結～ 

 

令和４年２月１日に施行した「パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度」につき

まして、この度、千葉県内でパートナーシップ・ファミリーシップ制度を制定している近

隣６市間において都市間連携協定を締結することとなりましたのでお知らせいたします。 

この協定締結により、制度利用者が転入・転出する場合の手続きが簡素化され、負担軽減

が図られます。 

これに関連し、同協定の締結式を千葉市役所で行います。 

 

記 
 
 
１ 日時 

  令和５年７月１１日（火） 午前１０時～午前１０時３０分 

 

２ 場所 

  千葉市役所 高層棟４階 幹部会議室 

 

３ 締結式内容 

  協定書署名、写真撮影、各市長挨拶、質疑応答 

 

４ 出席者（市制施行順） 

  千葉市長   神谷 俊一 

  市川市長   田中 甲 

  船橋市長   松戸 徹 

  松戸市長   本郷谷 健次 

  習志野市長  宮本 泰介 

  柏市長    太田 和美 

 

 



STEP２ 届出受理証明書・カードの交付 

 

 

５ 都市間スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

６ 取材申込み 

  取材を希望される方は、７月１０日（月）１６:００までに、別紙１「取材申込書」

を千葉市男女共同参画課（danjo.CIL@city.chiba.lg.jp）まで、電子メールでお送りくださ

い。 

問い合わせ先 千葉市男女共同参画課 電話番号 ０４３－２４５－５０５９ 
 
 

 以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
（問い合わせ） 総務部 多様性社会推進課長 石川 亮 

TEL ０４７－３２２－６７００ 

（多様性社会推進課直通（市川市男女共同参画センター）） 

  

転 

出 

元 

届出受理証明書等
の返還は不要 

制 

度 

利 

用 

者 

<提出書類> 

・パートナーシップ・ファミリーシップ届出書 

・転出元で交付を受けた届出受理証明書又はカード 

・現住所を確認できるもの 

（マイナンバーカード、住民票の写し等） 

・本人確認ができるもの 

（マイナンバーカード、運転免許証等） 

※婚姻していないことを証明する資料（戸籍謄本等）は 

省略可 

転 

出 

先 

STEP１ 届出受理証明書・カードの交付申請 

STEP３ 届出受理証明書・カードの交付の事実を通知 



 

取材申込書 
 

  
取材申込みを希望する方は、以下ご記入の上メールにてお申込みください。 

 
 

対象業務 パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る都市間連携に関する協定締結式 

■日 程 ： 令和５年７月１１日（火） 午前１０時～午前１０時３０分 
■会 場 ： 千葉市役所 高層棟 4 階 幹部会議室 
 

     

千葉市市民局生活文化スポーツ部男女共同参画課   

永多 行 

メール ： danjo.CIL@city.chiba.lg.jp  

 

 
 

社 名 ：  

部 署 名 ：  

ご担当者名 ：   取材人数 ： 名 

T E L ：  

メールアドレス ：  

取材方法 ： □ スチール       □ ムービー   ※どちらかにチェックしてください 

 

 

 
※取材希望の方は本用紙にて、必ず事前の取材申込をお願いします。 

※荒天等により中止となる場合は、ご記入いただいた連絡先にご連絡いたします。 

※当日は、午前９時３０分から１０時までに、会場までお越しください。 

 

 

別紙１ 

申込締め切り日 ７月１０日(月) １６：００ 


